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個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う本市の個人情報保 

護制度の見直しに係る中間答申について 

 市では、改正される個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

施行（令和５年４月１日付けのもの）後の本市の個人情報保護制度の在り方につ

いて調査審議いただくため、令和４年５月１２日に、武蔵村山市個人情報保護審

議会に諮問しておりましたが、この度、別紙のとおり中間答申がなされました。 

 今後、市では、中間答申に沿って、（仮称）武蔵村山市個人情報の保護に関す

る法律施行条例の骨子案を作成し、令和４年９月５日（月）から同年１０月４日

（火）までを意見募集期間としてパブリックコメントを実施してまいります。 



 






































